
1 

 

「（仮称）子どもの権利擁護に関する条例」の制定について 

 

１ 背景 

  国は、平成２８年の児童福祉法改正において、国民、保護者及び国・地方公共団体

が、それぞれ子どもの権利を支援していくことを明確化したが、依然として児童相談

所における児童虐待相談対応件数が増加傾向にあるなど、子どもの尊厳が脅かされる

ような状況は解消されていない。そのため、本区においても、子どもの権利に対し区

民等から更なる理解を得る必要があることから、「（仮称）子どもの権利擁護に関する

条例」（以下「条例」という。）を制定する。 

 

２ 条例制定の目的 

 ⑴ 「子どもの最善の利益を守る」ために、全ての人が子どもの権利を理解し、それ

ぞれの生活・活動の中に子どもの権利の視点を取り入れることを明確にする。 

 ⑵ 子どもの育ちを地域全体で支えるまちを実現し、児童虐待をはじめ子どもの権利

侵害が生じないよう取り組むことを明確にする。 

 

３ 検討の方向性 

 ⑴ 区における子どもの生活実態や専門的見地からの提言を受けるため、区民、関係

団体、有識者等により構成される「文京区子ども・子育て会議」（以下、「子ども・

子育て会議」という。）に諮り、検討を進める。検討に当たっては、子ども・子育て

会議に弁護士等の出席を求め、意見の聴取等を行う。 

 ⑵ 子ども本人からの意見を聴取するとともに、子どもの権利擁護に関する理解促進

のため、毎年９月から１１月までを「（仮称）文の京子ども月間」（以下「子ども月

間」という。）と称し、普及啓発事業を実施し、区民への周知を図る。 

 

４ 今後のスケジュール（予定）（別紙参照） 

  令和６年  ５月 子ども・子育て会議（条例制定に向けての進め方等について） 

        ７月 子ども・子育て会議（条例に定める内容の検討について） 

        ８月 子ども・子育て会議（アンケート項目、条例骨子等について） 

        ９月 議会報告 

     ９～１１月 子ども月間 

令和７年  １月 子ども・子育て会議（条例素案等について） 

        ２月 議会報告 

５月～６月 条例素案に関するＷｅｂアンケート（子ども・大人向け） 

６月 議会報告 

７月 子ども・子育て会議（条例の検討状況について） 

        ８月 子ども・子育て会議（条例素案等について） 

     ９～１１月 子ども月間   
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        ９月 議会報告 

       １０月 パブリックコメント、区民説明会 

  令和８年  １月 子ども・子育て会議（条例最終案等について） 

        ２月 議会報告・条例最終案提出 

        ３月 条例制定 



今後のスケジュール（予定） 別紙
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